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第1次国民健康づくり対策�
（S.53～63年度）�

第2次国民健康づくり対策�
（S.63年度～）�

（アクティブ80ヘルスプラン）�

健康日本21�
（H.12年度～）�

（21世紀における国民健康づくり運動）�

（基本的考え方） �
１．生涯を通じる健康づくりの推進�
　　　成人病予防のための�
　　　1次予防の推進�
２．健康づくりの3要素（栄養、運動、休
養）の健康増進事業の推進（栄養に
重点）�

（基本的考え方） �
１．生涯を通じる健康づくりの推進�
�
�
２．栄養、運動、休養のうち遅れていた
運動習慣の普及に重点を置いた、健
康増進事業の推進�

（基本的考え方） �
１．生涯を通じる健康づくりの推進�
　　　「一次予防」の重視と健康寿�
　　　命の延伸、生活の質の向上�
２．国民の保健医療水準の指標となる具
体的目標の設定及び評価に基づく健
康増進事業の推進�

３．個人の健康づくりを支援する社会環
境づくり�

（施策の概要） �
①生涯を通じる健康づくりの推進 �
　・乳幼児から老人に至るまでの健康診査・
保健指導体制の確立�

②健康づくりの基盤整備等 �
　・健康増進センター、市町村保健セン
ター等の整備�

　・保健婦、栄養士等のマンパワーの確
保�

③健康づくりの啓発・普及 �
　・市町村健康づくり推進協議会の設置�
　・栄養所要量の普及�
　・加工食品の栄養成分表示�
　・健康づくりに関する研究の実施�
　　　　　　　　　　　　　　　　　等�

（施策の概要） �
①生涯を通じる健康づくりの推進�
　・乳幼児から老人に至るまでの健康診査・
保健指導体制の充実�

②健康づくりの基盤整備等�
　・健康科学センター、市町村保健セン
ター、健康増進施設等の整備�

　・健康運動指導者、管理栄養士、保健
婦等のマンパワーの確保�

③健康づくりの啓発・普及 �
　・栄養所要量の普及・改定�
　・運動所要量の普及�
　・健康増進施設認定制度の普及�
　・たばこ行動計画の普及�
　・外食栄養成分表示の普及�
　・健康文化都市及び健康保養地の推進�
　・健康づくりに関する研究の実施�
　　　　　　　　　　　　　　　　　等�

（施策の概要）�
①健康づくりの国民運動化�
　・効果的なプログラムやツールの普及
啓発、定期的な見直し�

　・メタボリックシンドロームに着目した、
運動習慣の定着、食生活の改善等に
向けた普及啓発の徹底�

②効果的な健診・保健指導の実施�
　・医療保険者による40歳以上の被保険者・
被扶養者に対するメタボリックシン
ドロームに着目した健診・保健指導
の着実な実施（2008年度より）�

③産業界との連携�
　・産業界の自主的取組との一層の連携�
④人材育成（医療関係者の資質向上）�
　・国、都道府県、医療関係者団体、医
療保険者団体等が連携した人材養成
のための研修等の充実�

⑤エビデンスに基づいた施策の展開�
　・アウトカム評価を可能とするデータ
の把握手法の見直し�

　　　　　　　　　　　　　　　　　等�

（指針等） �
　・健康づくりのための食生活指針�
 （昭和60年）�
　・加工食品の栄養成分表示に関する報告�
  （昭和61年）�
　・肥満とやせの判定表・図の発表�
 （昭和61年）�
　・喫煙と健康問題に関する報告書�
 （昭和62年）�

（指針等） �
　・健康づくりのための食生活指針�
 （対象特性別：平成2年）�
　・外食栄養成分表示ガイドライン策定�
 （平成2年）�
　・喫煙と健康問題に関する報告書（改定）  
 （平成5年）�
　・健康づくりのための運動指針 �
 （平成5年）�
　・健康づくりのための休養指針 �
 （平成6年）�
　・たばこ行動計画検討会報告書 �
 （平成7年）�
　・公共の場所における分煙のあり方検
　　討会報告書 （平成8年）�
　・年齢対象別身体活動指針 （平成9年）�

（指針等） �
　・食生活指針 （平成12年）�
　・分煙効果判定基準策定検討会報告書�
　　　　　　　　　　　　   （平成14年）
　・健康づくりのための睡眠指針�
　　　　　　　　　　　　   （平成15年）�
　・健康診査の実施等に関する指針�
　　　　　　　　　　　　   （平成16年）�
　・日本人の食事摂取基準（2005年版）�
　　　　　　　　　　　　   （平成16年）�
　・食事バランスガイド （平成17年）�
　・禁煙支援マニュアル　   （平成18年）�
　・健康づくりのための運動基準2006�
　　　　　　　　　　　　   （平成18年）�
　・健康づくりのための運動指針2006�
     （エクササイズガイド2006）�
　　　　　　　　　　　　   （平成18年）�

健康づくり対策の変遷�概　　要

健康づくり対策
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第１章　総則�
�
（1）　目的�
　国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の健康の増進を図るための措置を講じ、国民保
健の向上を図る。�
�
（2）　責務�
①　国民　健康な生活習慣の重要性に対し感心と理解を深め、生涯にわたり、自らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進
に努める。�
②　国及び地方公共団体　健康の増進に関する正しい知識の普及、情報の収集・整理・分析・提供、研究の推進、人材の養成・
資質の向上を図るとともに、関係者に対し、必要な技術的援助を与えることに努める。�
③　健康増進事業実施者（保険者、事業者、市町村、学校等）健康相談等国民の健康の増進のための事業を積極的に推進するよ
う努める。�

�
（3）　国、地方公共団体、健康増進事業実施者、医療関係その他の関係者の連携及び協力�
�
第２章　基本方針（「健康日本２１」の法制化）�
�
（1）　基本方針�
　国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本方針を厚生労働大臣が策定。�
①　国民の健康の増進の推進に関する基本的な方向�
②　国民の健康の増進の目標に関する事項�
③　都道府県健康増進計画及び市町村健康増進計画の策定に関する基本的事項�
④　国民健康・栄養調査その他の調査・研究に関する基本的事項�
⑤　健康増進事業実施者間の連携及び協力に関する基本的事項�
⑥　食生活、運動、休養、喫煙、飲酒、歯の健康保持その他の生活習慣に関する正しい知識の普及に関する事項�
　⑦　その他国民の健康の増進の推進に関する重要事項�
�
（2）　都道府県健康増進計画及び市町村健康増進計画（住民の健康の増進の推進に関する施策についての計画）の策定。�
�
（3）　健康診査の実施等に関する指針�
　生涯を通じた健康自己管理を支援するため、健康増進事業実施者による健康診査の実施及びその結果の通知、健康手帳の交付
その他の措置に関する指針を厚生労働大臣が策定。�
�

健康増進法の概要�

連
携
を
と
っ
て
総
合
的
に
健
康
増
進
を
推
進�

○　生活習慣病の予防健診を充実、他の各種健診や保健事業も引き続き漏れなく実施�

老人保健法�

高齢者に対する医療給付�
�

老人拠出金制度等�

市町村による健診等の保健事業�

国民の健康増進に関する基本方�
針等の作成�
�
市町村による生活習慣相談等の�
実施�

現在実施され�
ている各種事�
業を健康増進�
法等により漏�
れなく継続し�
て実施�

老人保健法の目�
的や趣旨を踏襲�
しつつ、それを�
発展させるもの�
として、「高齢�
者の医療の確保�
に関する法律」�
へと改正�

公費による助成�

＜現行＞�

高齢者の医療の確保に関する法律�

高齢者に対する医療給付�
　後期高齢者医療制度�
　前期高齢者医療財政調整�
医療費適正化の推進�

市町村等医療保険者による生活習慣病�
健診・保健指導の義務化�
　　　　　　　※健保被扶養者も対象�

公費による助成�

＜改正後（平成20年度より）＞�

健康増進法等�

国民の健康増進に関する基本方�
針等の作成�
�
市町村による生活習慣相談や生�
活習慣病以外の健診等の実施�

健康増進法等�

法的に連携を担保�

老人保健法の改正（平成18年改正）�
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【戦略の趣旨】�
　国民の健康寿命の延伸に向け、国民それぞれの立場等に応じ、予防を重視した健康づくりを国民運動として展開するとともに、
家庭の役割の見直しや地域コミュニティの強化、技術と提供体制の両面からのイノベーションを通じて、病気を患った人、障害の
ある人及び年をとった人も持っている能力をフルに活用して充実した人生を送ることができるよう支援し、健康国家の創設に向け
て挑戦していく。�
�
【戦略の具体的内容】�
（1）国民自らがそれぞれの立場に応じて行う健康対策�
　　①子どもを守り育てる健康対策（子どもの健康力）�
　　②女性を応援する健康プログラム（女性の健康力）�
　　③メタボリックシンドローム対策の一層の推進（メタボリックシンドローム克服力）�
　　④がん対策の一層の推進（がん克服力）�
　　⑤こころの健康づくり（こころの健康力）�
　　⑥介護予防対策の一層の推進（介護予防力）�
　　⑦歯の健康づくり（歯の健康力）�
　　⑧食育の推進（食の選択力）�
　　⑨運動・スポーツの振興（スポーツ力）�
�
（2）新健康フロンティア戦略を支援する家庭・地域・技術・産業�
　　①健康を家庭・地域全体で支援（家庭・地域力）�
　　②人間の活動領域の拡張に向けた取り組み（人間活動領域拡張力）�
　　③医療・福祉技術のイノベーション（研究開発力）�
�
【戦略の推進に向けた国民運動】�
　本戦略の内容を広く周知し、できる限り多くの国民が具体的に行動することを促すよう、地方自治体等とも連携して、インター
ネットその他の媒体を活用して積極的な広報に取り組むほか、「健康大使」の任命などを行い、国民運動の展開を図っていく。�
�
【戦略の実施期間】�
　平成19（2007）年度から平成28（2016）年度までの10年間�
�
【戦略の進め方】�
　今後、具体的な実施計画（アクションプラン）を策定し、具体的な施策の実施を図る。�
�
【戦略の指標】�
　戦略の進捗状況をわかりやすく表現するため、指標を作成し、実施計画（アクションプラン）に盛り込む。�

新健康フロンティア戦略の概要�
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全国の自治体における健康増進計画の策定状況�

【都道府県における健康増進計画の策定状況】　全ての都道府県において計画策定済　（平成14年3月末）�
�
【市町村、特別区における健康増進計画の策定状況】�

【都道府県別市町村における健康増進計画の策定状況】�

保健所政令市�
東京都特別区�
その他市町村�

58�
23�

1,778

総数�

58�
23�
920

計画策定済�

－�
－�
180

平成18年度中�
策定予定�

－�
－�
184

平成19年度中�
策定予定�

－�
－�
494

平成20年度中�
策定予定�

（注）保健所政令市、特別区は除く。�

北海道�
青　森�
岩　手�
宮　城�
秋　田�
山　形�
福　島�
茨　城�
栃　木�
群　馬�
埼　玉�
千　葉�
東　京�
神奈川�
新　潟�
富　山�
石　川�
福　井�
山　梨�
長　野�
岐　阜�
静　岡�
愛　知�
三　重�
滋　賀�
京　都�
大　阪�
兵　庫�
奈　良�
和歌山�
鳥　取�
島　根�
岡　山�
広　島�
山　口�
徳　島�
香　川�
愛　媛�
高　知�
福　岡�
佐　賀�
長　崎�
熊　本�
大　分�
宮　崎�
鹿児島�
沖　縄�

176�
40�
35�
35�
25�
35�
58�
44�
33�
39�
70�
54�
39�
33�
35�
15�
19�
17�
29�
81�
41�
41�
62�
27�
26�
27�
40�
40�
38�
30�
19�
21�
27�
20�
21�
24�
16�
19�
34�
64�
22�
23�
48�
15�
32�
48�
41�

1,778

都道府県名� 市町村数�
69�
25�
28�
25�
16�
33�
20�
17�
12�
23�
20�
20�
19�
17�
21�
9�
8�
10�
15�
48�
25�
32�
58�
7�
12�
7�
33�
33�
29�
16�
9�
10�
22�
6�
11�
7�
10�
11�
3�
25�
8�
8�
18�
10�
18�
16�
21�

920

策定済�
39.2％�
62.5％�
80.0％�
71.4％�
64.0％�
94.3％�
34.5％�
38.6％�
36.4％�
59.0％�
28.6％�
37.0％�
48.7％�
51.5％�
60.0％�
60.0％�
42.1％�
58.8％�
51.7％�
59.3％�
61.0％�
78.0％�
93.5％�
25.9％�
46.2％�
25.9％�
82.5％�
82.5％�
76.3％�
53.3％�
47.4％�
47.6％�
81.5％�
30.0％�
52.4％�
29.2％�
62.5％�
57.9％�
8.8％�
39.1％�
36.4％�
34.8％�
37.5％�
66.7％�
56.3％�
33.3％�
51.2％�

51.7％�

策定率�
8�
5�
4�
4�
2�
2�
3�
1�
7�
3�
7�
0�
4�
1�
5�
2�
2�
0�
9�
11�
1�
6�
3�
5�
1�
2�
0�
3�
2�
0�
5�
7�
0�
7�
3�
7�
3�
7�
0�
4�
3�
10�
4�
3�
0�
9�
5�

180

H18年度中�
13�
9�
1�
5�
2�
0�
8�
9�
6�
5�
7�
4�
0�
2�
0�
2�
8�
5�
3�
8�
6�
2�
0�
1�
8�
6�
0�
4�
2�
3�
1�
2�
4�
4�
3�
10�
1�
0�
1�
2�
1�
4�
12�
0�
4�
2�
4�

184

H19年度中�
86�
1�
2�
1�
5�
0�
27�
17�
8�
8�
36�
30�
16�
13�
9�
2�
1�
2�
2�
14�
9�
1�
1�
14�
5�
12�
7�
0�
5�
11�
4�
2�
1�
3�
4�
0�
2�
1�
30�
33�
10�
1�
14�
2�
10�
21�
11�

494

H20年度以降�

（平成18年7月1日現在）�

詳細データ ①
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悪性新生物�
糖尿病�
高血圧性疾患�
心疾患�
脳血管疾患�

1,423�
2,469�
7,809�
1,658�
1,365

�

総患者数�
（千人）�

329,198�
13,632�
5,806�

172,875�
128,203

死亡数�
（人）�

260.9�
10.8�
4.6�

137.0�
101.6

死亡率�
（人口10万対）�

資料：＜総患者数＞厚生労働省大臣官房統計情報部「平成17年患者調査」�
　　　＜死亡数・死亡率＞厚生労働省大臣官房統計情報部「平成18年人口動態統計月報年計（概数）」�

生活習慣病に関する患者数、死亡数�詳細データ ②

20～29�
30～39�
40～49�
50～59�
60～69�
70～�

0％�
0.8％�
4.4％�
14.0％�
17.9％�
21.3％�

2.1％�
2.7％�
3.4％�
10.7％�
13.4％�
16.1％�

0.8％�
0.9％�
3.6％�
4.6％�
11.5％�
11.6％�

0.4％�
4.4％�
8.3％�
10.7％�
16.0％�
16.7％�

�

男性（調査客体：2,150人）�

糖尿病が強く疑われる人�年齢�
糖尿病の可能性を�
否定できない人�

女性（調査客体：3,196人）�

糖尿病が強く疑われる人�
糖尿病の可能性を�
否定できない人�

平成14年10月1日現在の推計人口に当てはめると、日本全国で�
・糖尿病が強く疑われる人：約740万人�
・糖尿病の可能性を否定できない人：約880万人�
と推計される。�
�
資料：厚生労働省健康局「平成14年度糖尿病実態調査報告」�

糖尿病に関する推計�詳細データ ③
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メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の予備群と考�
えられる者（腹囲≧85cm＋項目1つ該当）�
メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）が強く疑われ�
る者（腹囲≧85cm＋項目2つ以上該当）�
�

メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の予備群と考�
えられる者（腹囲≧90cm＋項目1つ該当）�
メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）が強く疑われ�
る者（腹囲≧90cm＋項目2つ以上該当）�
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（再掲）�
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以上�
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30－�
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20－�
29歳�

総数� （再掲）�
40－�
74歳�

70歳�
以上�

60－�
69歳�

50－�
59歳�

40－�
49歳�

30－�
39歳�

20－�
29歳�

総数�

（％）� （％）�

○　メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）が強く疑われる者�
腹囲が男性85cm以上、女性90cm以上で、３つの項目（血中脂質、血圧、血糖）のうち２つ以上の項目に該当する者�
�

○　メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の予備群と考えられる者�
腹囲が男性85cm以上、女性90cm以上で、３つの項目（血中脂質、血圧、血糖）のうち１つに該当する者�

資料：厚生労働省健康局「平成17年国民健康・栄養調査」�

男性� 女性�

22.9

22.4
8.6

10.0

0.0

1.4 3.9

2.2

4.9

3.1

9.1

6.0

11.7

15.1

11.8

19.3
9.5

10.3

0.9

12.1
9.0

15.4

23.1

13.3

28.0

23.0

24.7

29.3

23.9

29.7

25.0

25.5

メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）該当者・予備群の状況�
�

40～74歳については、男性の2人に1人、女性の5人に1人が、メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）が強く疑われる者�

又は予備群と考えられる者であり、該当者数　約920万人　予備群者数　約980万人　併せて　約1,900万人　と推定される。�

詳細データ ④
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50

70歳以上�60－69歳�50－59歳�40－49歳�30－39歳�20－29歳�総数�

（％）�

（注）　運動習慣のある者：1回30分以上の運動を週2日以上実施し、1年以上継続している者�
資料：厚生労働省健康局「平成17年国民健康・栄養調査」�

男性� 女性�

運動習慣のある者の割合（20歳以上、性・年齢階級別）�

30.7

18.5

28.2

14.6
16.5

14.0
15.6

21.8

26.6
28.0

42.8
41.6

39.1

31.6

運動習慣の状況�詳細データ ⑤
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平成13年�

平成14年�

平成15年�

平成16年�

平成17年�

平成13年�

平成14年�

平成15年�

平成16年�

平成17年�

0％� 20％�40％�60％�80％�100％� 0％� 20％�40％�60％�80％�100％� 0％� 20％�40％�60％�80％�100％�

平成13年�

平成14年�

平成15年�

平成16年�

平成17年�

（注）　脂肪エネルギー比率：脂肪からのエネルギー摂取割合�
資料：厚生労働省健康局「平成17年国民健康・栄養調査」�

総数� 男性� 女性�

25％未満� 25％以上30％未満� 30％以上�

53.0

53.6 23.8 22.6 58.6 22.6 18.8 49.4 24.7 25.9

55.5 23.1 21.4 60.9 21.8 17.3 50.9 24.2 24.9

55.1 24.0 20.9 60.0 22.9 17.1 51.0 24.8 24.2

55.0 23.1 21.9 59.5 22.5 17.9 51.0 23.6 25.3

24.2 22.7 58.5 23.3 18.1 48.4 25.0 26.6

脂肪エネルギー比率の分布の推移（20歳以上）�詳細データ ⑥
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70歳以上�60－69歳�50－59歳�40－49歳�30－39歳�20－29歳�総数（20歳以上）�
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70歳以上�60－69歳�50－59歳�40－49歳�30－39歳�20－29歳�20歳以上（再掲）�

〔g〕�

〔g〕�

〔g〕�

（注）　（　）内は、「緑黄色野菜」および「その他の野菜（野菜類のうち緑黄色野菜以外）」摂取量の合計。�
資料：厚生労働省健康局「平成17年国民健康・栄養調査」�

総数�

男性�

女性�

緑黄色野菜� その他の野菜（緑黄色野菜以外）�

109.0113.7103.986.889.478.899.4

200.6216.6209.0
188.0161.7160.3

193.4

207.8228.6
213.4

193.2172.8
165.3

200.3

113.3111.2101.787.889.077.499.0

195.2

（309.6g）�

206.6

（330.3g）�

205.4

（312.9g）�

183.6

（274.8g）�

151.2

（251.1g）�

155.3

（239.1g）�

187.3

（292.8g）�

105.6

（321.1g）�

（300.8g）�

115.8

（339.8g）�

（322.4g）�

105.7

（315.1g）�

（311.1g）�

86.0

（281.0g）�

（269.6g）�

89.8

（261.8g）�

（241.0g）�

80.1

（242.7g）�

（235.4g）�

99.9

（299.3g）�

（287.2g）�

野菜類摂取量の平均値（20歳以上、性・年齢階級別）�詳細データ ⑦
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70歳以上�60－69歳�50－59歳�40－49歳�30－39歳�20－29歳�15－19歳�7－14歳�1－6歳�総数�

（％）�

資料：厚生労働省健康局「平成17年国民健康・栄養調査」�

総数� 男性� 女性�

10.7

4.5
3.2

14.7

28.3

20.8

13.0

9.9

5.5

2.8

8.6

4.7

2.7

10.4

23.5

15.0

10.3

8.3

5.5

2.82.8

5.6

11.7

16.2

27.0

33.1

18.8

3.84.4

13.0

朝食の欠食率（1歳以上、性・年齢階級別）�詳細データ ⑧
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喫煙率の状況�
�

男�

女�

総数�

日　本�
�

ドイツ�
�

フランス�
�

オランダ�
�

イタリア�
�

イギリス�
�

カナダ�
�

米　国�
�

オーストラリア�
�

スウェーデン�

（43.3）�
39.3�

（39.0）�
37.3�

（38.6）�
30�

（37.0）�
35.8�

（32.4）�
31.3�

（27.0）�
27.0�

（27.0）�
22.0�

（25.7）�
24.1�

（21.1）�
18.6�

（19.0）�
16.7

国名� 男性�
（12.0）�
11.3�

（31.0）�
28�

（30.3）�
21.2�

（29.0）�
28.4�

（17.3）�
17.2�

（26.0）�
25.0�

（23.0）�
17.0�

（21.5）�
19.2�

（18.0）�
16.3�

（19.0）�
18.3

女性�

（％）�

資料：WHO Tobacco ATLAS（2006）�
　　　日本の数値は「平成17年国民�
　　　健康・栄養調査」�
（注）（　）書はATLAS（2002）及びH16�
　　  国民栄養調査の値。�

資料：平成14年までは「国民栄養調査」、平成15年は「国民健康・栄養調査」�
（注）国民栄養調査と国民健康・栄養調査では、喫煙の定義及び調査方法が異な�
　　  るため、その単純比較は困難である。�

諸外国の喫煙率�我が国の喫煙率�

詳細データ ⑨




